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○小千谷市営住宅条例施行規則 

平成９年１２月２６日 

規則第３９号 

（昭和３６年９月１３日規則第５号小千谷市営住宅条例施行規則を全部改正） 

改正 平成１０年３月１８日規則第２号 

平成１１年３月２３日規則第２号 

平成１２年１２月２５日規則第３９号 

平成１３年６月２９日規則第１２号 

平成１４年３月２６日規則第９号 

平成１９年３月２８日規則第３７号 

平成２０年３月３１日規則第２４号 

平成２３年３月１８日規則第７号 

平成２４年３月２１日規則第９号 

平成２５年３月２９日規則第２９号 

平成２６年９月２９日規則第２６号 

平成２７年１２月２８日規則第３７号 

平成３０年６月２２日規則第３６号 

令和２年３月３０日規則第１６号 

目次 
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第５章 駐車場の管理（第３３条―第４１条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小千谷市営住宅条例（平成９年小千谷市条例第３８号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 



2/75 

第１章の２ 市営住宅等の整備基準 

（市営住宅等及びその敷地に関する基準） 

第１条の２ 条例第３条の３第４項に規定する規則で定める基準は、次条から第１条の１

４までに定めるところによる。 

（位置の選定） 

第１条の３ 市営住宅及び共同施設の敷地（以下「敷地」という。）の位置は、災害の発

生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地

をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を

考慮して選定するものとする。 

（敷地の安全等） 

第１条の４ 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これに

類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるも

のとする。 

（住棟等の基準） 

第１条の５ 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保

するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒

音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とするものとする。 

（住宅の基準） 

第１条の６ 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。 

２ 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使

用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、公営住宅法（昭和２

６年法律第１９３号）第２条第４号に規定する公営住宅の買取り又は同条第６号に規定

する公営住宅の借上げ（市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びそ

の附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅

等の整備等に関する特別措置法（平成１７年法律第７９号）第２条第１項に規定する公

的賃貸住宅等を買い取り、又は賃貸する場合にあっては、同法第６条第１項に規定する

地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。）に係る市営住宅について

は、この限りでない。 
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３ 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置

を講ずるものとする。ただし、前項ただし書に規定する市営住宅については、この限り

でない。 

４ 住宅の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１

条第３号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）及びこれと一体的に整

備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

ただし、第２項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。 

５ 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及

ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。ただし、

第２項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。 

（住戸の基準） 

第１条の７ 市営住宅の１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を

除く。）は、２５平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため

適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 

２ 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信

の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適

切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境

が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 

３ 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を

図るための措置を講ずるものとする。ただし、前条第２項ただし書に規定する市営住宅

については、この限りでない。 

（住戸内の各部） 

第１条の８ 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置

その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとす

る。ただし、第１条の６第２項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでな

い。 

（共用部分） 

第１条の９ 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安

全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。ただし、第１条の６第２項た

だし書に規定する市営住宅については、この限りでない。 
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（附帯施設） 

第１条の１０ 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるも

のとする。 

２ 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じな

いように考慮されたものとするものとする。 

（児童遊園） 

第１条の１１ 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟

の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとするものと

する。 

（集会所） 

第１条の１２ 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及

び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとするものとする。 

（広場及び緑地） 

第１条の１３ 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよう

に考慮されたものとするものとする。 

（通路） 

第１条の１４ 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に

応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害のの防止、環境の保全等に支障がないよう

な規模及び構造で合理的に配置されたものとするものとする。 

２ 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路

が設けられたものとするものとする。 

第２章 市営住宅の管理 

（入居者の資格） 

第２条 条例第５条第１項第４号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれか

に該当する場合とする。 

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 

ア 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者であっ

て、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であ

るもの 

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表
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第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度 

(イ) 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する１級又

は２級に該当する程度 

(ウ) 知的障害 （イ）に規定する精神障害の程度に相当する程度 

イ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規定する戦傷

病者であって、その障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）別表第１号表

ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症であるもの 

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第１１条

第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 

エ 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過してい

ないもの 

オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成１３年法

律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等 

カ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害その

他これに準ずるものとして市長が認める事由により、次のいずれかに該当すること

となった者 

(ア) その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難で

あり、又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの 

(イ) その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害

を受けるおそれがあると認められる者 

(ウ) （ア）及び（イ）に掲げる者のほか、住宅に困窮していることについてやむ

を得ない理由があると市長が認める者 

(2) 入居者が６０歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが６０歳以上又は１８歳

未満の者である場合 

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

（入居の申込み） 

第２条の２ 条例第７条第１項又は第３７条第２項の規定による市営住宅の入居の申込み

は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による市営住宅入居申込

書を市長に提出して行わなければならない。 
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(1) 次号に掲げる者以外の者 様式第１号 

(2) 条例第６条第１項に規定する者及び条例第３７条第１項に規定する者 様式第２

号 

２ 前項の市営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族（婚姻の届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。）

について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第１１条各号のいず

れかに該当する場合等で市長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。 

(1) 住民票の写し 

(2) 住宅困窮を証する書類 

(3) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類 

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類 

(5) 条例第５条第１項第４号ア若しくはイ、第６条第１項又は第３７条第１項のいずれ

かに該当する場合は、その事実を証する書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が小千谷市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例（平成２７年小千谷市条例第２９号。以下「番号利用条例」という。）の規定に

より前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号利用法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）を利

用することができるとき、又は番号利用法第２２条第１項の規定により当該書類と同一

の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された

書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第３号に掲げる書類の添

付を省略するときは、様式第２号の２による同意書を添付しなければならない。 

４ 第１項の市営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限

り効力を有する。 

（入居者の決定） 

第３条 条例第７条第３項若しくは第４項又は条例第３７条第４項の規定による通知は、

次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による市営住宅入居決定書に

より行うものとする。 
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(1) 次号に掲げる者以外の入居決定者 様式第３号 

(2) 条例第７条第５項に規定する入居決定者 様式第４号 

第４条 削除 

（抽せん） 

第５条 条例第９条第３項に規定する抽せんを行う場合は、公開して行うものとし、入居

申込者に対し、抽せんを行う日の３日前までにその日時、場所及び方法を通知するもの

とする。 

２ 前項の抽せんには入居申込者のうちから２人以上を抽せんに立ち会わせるものとする。 

（優先的な入居者の決定） 

第６条 条例第９条第４項に規定する規則で定める速やかに市営住宅に入居することが必

要であると認められる者は、次に掲げる者とする。 

(1) 海外からの引揚者 

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第２条第１項に規定する

中国残留邦人等 

(3) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１２年法

律第１６号）第２条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時

措置法（昭和３４年法律第１９９号）第８条第１項に規定する炭鉱離職者求職手帳の

発給を受けた者 

(4) 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の

予約者を含む。以下同じ。）のない者で現に２０歳未満の子を扶養している者 

(5) ６０歳以上の者（同居者（配偶者、親族であるおおむね６０歳以上の者及び親族で

ある１８歳未満の者を除く。）のある者を除く。） 

(6) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者 

ア 第２条第１号アからウまで又はオに掲げる者 

イ 住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の

住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居するこ

とが健康上適切であるもの 

(7) １８歳未満の同居者が３人以上ある者 

(8) 公共事業の施行に伴い立退きの要求を受けた者であって、市長が特別の事情により
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必要であると認めるもの 

(9) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律（平成１４年法律第１

４３号）第３条第２項に規定する帰国被害者等 

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３

１号。以下この号において「法」という。）第１条第２項に規定する被害者又は法第

２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、次のいずれか

に該当するもの 

ア 法第３条第３項第３号（法第２８条の２において準用する場合を含む。）の規定

による一時保護又は法第５条（法第２８条の２において準用する場合を含む。）の

規定による保護が終了した日から起算して５年を経過していない者 

イ 法第１０条第１項（法第２８条の２において準用する場合を含む。）の規定によ

り裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日

から起算して５年を経過していないもの 

(11) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為（以下この号において「犯

罪等」という。）により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等（犯

罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、前号に掲げる者を除く。）で

あって、次のいずれかに該当する者 

ア 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者 

イ 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住居に居住する

ことが困難となった者 

(12) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 

(13) 災害対策基本法第２条第１号に規定する災害その他これに準ずるものとして市長

が認める事由により、次のいずれかに該当することとなった者 

ア その居住する住宅が滅失し、又は損壊した者であって、住宅の再建が困難であり、

又は住宅の再建に相当の期間を要すると認められるもの 

イ その居住する住宅に引き続き居住することにより、その生命又は身体に危害を受

けるおそれがあると認められる者 

ウ ア及びイに掲げるもののほか、住宅に困窮していることについてやむを得ない理

由があると市長が認める者 

（入居補欠者の選定） 
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第７条 条例第１０条第１項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該市営住宅ご

とに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。 

２ 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居補欠者

を決定する。 

３ 前２項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、様式第５

号による市営住宅入居補欠通知書により通知するものとする。 

４ 入居補欠者が市営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものと

みなす。 

５ 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、市長が別に指定する日までとする。 

（請書） 

第８条 条例第１２条第１項第１号に規定する請書は、様式第６号によるものとする。 

２ 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書並びに保証人の住民票の写し及

び収入額を証する書類を添付しなければならない。 

３ 第１項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、市長が入居を決定したとき、又

は入居の承継の承認をしたときに算出した家賃の１２月分又は４００，０００円のいず

れか高い方の額とする。 

（保証人） 

第９条 条例第１２条第１項第１号に規定する保証人は、市内に居住し又は勤務場所を有

し及び独立の生計を営む者で、現に市営住宅を使用せず、かつ、入居決定者と同等以上

の収入を有する者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。 

２ 保証人は、当該入居者と連帯して条例に定める責任を負うものとする。 

３ 市長は、保証人が適当でないと認めるときは、その保証人の変更を命ずることができ

る。 

（保証人の免除） 

第９条の２ 入居決定者は、条例第１２条第３項の規定により、保証人の連署の免除を受

けようとするときは、様式第１２号による市営住宅入居保証人免除申請書に様式第６号

の２による市営住宅入居者緊急連絡人届を添えて、市長に提出し、承認を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、特別の事情があると認める者に対し、前項の市営住宅入居者緊急連絡人届の

提出を必要としないことができる。 



10/75 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、これを審査し、特別の事情がある

と認めるときは、当該入居決定者に対し、その旨を通知するものとする。 

（保証人の変更） 

第１０条 入居者は、保証人が第９条第１項に規定する資格を失ったとき、又は保証人を

変更しようとするときは、様式第７号による市営住宅入居者保証人変更承認申請書に、

様式第８号による保証人引受承諾書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証す

る書類を添付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第９号による市営住宅

入居者保証人変更承認書を交付して行うものとする。 

４ 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第１０号による市営住

宅入居者保証人住所（氏名）変更届に保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しな

ければならない。 

５ 第１項の保証人引受承諾書に連署する保証人が保証する極度額は、第８条第３項に規

定する額とする。 

（緊急連絡人の変更） 

第１０条の２ 入居者は、第９条の２第１項の規定により提出された市営住宅緊急連絡人

届の緊急連絡先に変更があるときは、様式第１０号の２による市営住宅入居者緊急連絡

人変更届を市長に提出しなければならない。 

（入居手続の猶予の届出） 

第１１条 条例第１２条第２項に規定する場合には、様式第１１号による市営住宅入居手

続猶予届により、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情が

あると認めるときは、様式第１２号による市営住宅入居手続猶予決定書により、猶予の

決定の内容を指示するものとする。 

（入居決定の取消し等） 

第１２条 条例第１３条の規定により入居の決定を取り消すときは、様式第１３号による

市営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。 

２ 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市営住宅の入居の決定を辞退するときは、
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入居可能日の前日までに、様式第１４号による市営住宅入居決定辞退届を市長に届け出

なければならない。 

（同居の承認） 

第１３条 入居者は、条例第１４条に規定する同居の承認を受けようとするときは、様式

第１５号による市営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場

合は、この限りでない。 

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類 

(2) 同居させようとする者の市長が指定する期間に係る収入額を証する書類 

(3) 条例第５条第１項第４号アに該当する場合は、その事実を証する書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用条例の規定により前項各号に掲げる書類と

同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第２２条

第１項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることがで

きるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合にお

いて、前項第２号に掲げる書類の添付を省略するときは、様式第２号の２による同意書

を添付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の承認をする場合は、当該入居者に対し、様式第１６号による市営住

宅同居承認書により、その旨を通知するものとする。 

（入居者の異動届） 

第１４条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに

様式第１７号による市営住宅入居親族異動届を市長に提出しなければならない。 

（入居の承継） 

第１５条 条例第１５条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第１

８号による市営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類 

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類 

(3) 申請者に係る市長が指定する期間に係る収入額を証する書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長が番号利用条例の規定により前項各号に掲げる書類と

同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第２２条

第１項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることがで

きるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合にお

いて、前項第３号に掲げる書類の添付を省略するときは、様式第２号の２による同意書

を添付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の承認をする場合は、申請者に対し、様式第１９号による市営住宅入

居承継承認書を交付するものとする。 

４ 前項の承認を受けた者は、承認のあった日から１０日以内に、条例第１２条第１項第

１号に規定する請書を市長に提出しなければならない。 

５ 前項の請書に連署する保証人が保証する極度額は、第８条第３項に規定する額とする。 

（家賃の決定） 

第１６条 条例第１６条第１項、第２５条第１項又は第２７条第１項の規定により家賃を

決定した場合は、様式第２０号による市営住宅家賃決定通知書により通知するものとす

る。 

２ 前項の規定による通知は、毎年２月末日までに行うものとする。 

（収入の申告等） 

第１７条 条例第１７条第１項の規定による収入の申告は、市長が別に定める日までに、

様式第２１号による市営住宅入居者収入申告書に、次に掲げる書類を添えて行わなけれ

ばならない。ただし、市長が番号利用条例の規定により当該書類と同一の内容を含む特

定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第２２条第１項の規定により

当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内

容が記載された書類の添付を省略することができる。 

(1) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類 

(2) 条例第５条第１項第４号アに該当する場合は、その事実を証する書類 

２ 条例第１７条第３項の規定による収入の額の認定の通知は、様式第２２号による市営

住宅入居者収入認定通知書により行うものとする。 

（収入額の認定に係る意見の申述等） 

第１８条 条例第１７条第４項の規定による意見の申述は、様式第２３号による市営住宅

入居者収入認定意見申述書により行わなければならない。 
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２ 市長は、条例第１７条第４項の規定による収入の額の変更をするときは、当該入居者

に対し、様式第２４号による市営住宅入居者収入変更決定通知書により、変更した収入

の額を通知するものとする。 

３ 市長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に

対し、様式第２５号による市営住宅家賃変更決定通知書により、その旨を通知するもの

とする。 

（家賃の納付方法） 

第１９条 条例第１６条第１項、第２５条第１項及び第４項並びに第２７条第１項に規定

する家賃は、様式第２６号による納入通知書により納付しなければならない。 

（家賃の督促等） 

第２０条 市長は、入居者が納期限までに家賃を納付しないときは、納期限後２０日以内

に様式第２７号による督促状を発しなければならない。 

２ 前項の規定による督促状に指定すべき納期限は、その発した日から１０日以内とする。 

３ 条例第１９条第２項に規定する延滞金は、様式第２８号による納入通知書により納付

しなければならない。 

（家賃等の減免又は徴収猶予の申請） 

第２１条 条例第１９条第３項又は第２２条に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は

徴収の猶予を受けようとする者は、様式第２９号による市営住宅家賃（延滞金・敷金・

駐車場使用料）減免（徴収猶予）申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、様式

第３０号による市営住宅家賃（延滞金・敷金・駐車場使用料）減免（徴収猶予）決定通

知書により、その旨を通知するものとする。 

（収入超過者等に関する認定） 

第２２条 条例第２３条第１項の規定による通知は、様式第３１号による市営住宅収入超

過者認定通知書により行うものとする。 

２ 条例第２３条第２項の規定による通知は、様式第３２号による市営住宅高額所得者認

定通知書により行うものとする。 

３ 条例第２３条第３項の規定による意見の申述は、様式第３３号による市営住宅収入超

過者（高額所得者）認定意見申述書により行わなければならない。 
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４ 市長は、条例第２３条第３項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に

対し、様式第３４号による市営住宅収入超過者（高額所得者）認定取消通知書により、

通知するものとする。 

（入居者の費用負担） 

第２３条 条例第３３条第５号の規定により市長が別に定める費用は、次に掲げる費用と

する。 

(1) 障子若しくはふすまの張替え、ガラスのはめ替え又は畳の表替え若しくは裏返しに

要する費用。この場合において、畳の表替えに要する費用の入居者負担は、畳表の裏

返し相当額とする。 

(2) 雪下ろし又は雪囲いの設置若しくは撤去に要する費用 

（明渡届） 

第２４条 条例第３４条第１項の規定による届出は、様式第３５号による市営住宅（駐車

場）明渡届により行わなければならない。 

（滅失等の報告） 

第２５条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに様

式第３６号による市営住宅滅失等報告書により、市長に報告しなければならない。 

（模様替え又は増築等の許可） 

第２６条 条例第４１条第１項第１号に係る同項ただし書に規定する許可を受けようとす

る者は、様式第３７号による市営住宅模様替え（増築等）許可申請書に当該模様替え又

は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の許可をするときは、当該入居者に対し、様式第３８号による市営住宅

模様替え（増築等）許可書により、その旨を通知するものとする。 

（長期不使用の許可） 

第２７条 条例第４１条第１項第５号に係る同項ただし書に規定する許可を受けようとす

る者は、様式第３９号による市営住宅（駐車場）長期不使用許可申請書を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の許可をするときは、当該入居者に対し、様式第４０号による市営住宅

（駐車場）長期不使用許可書により、その旨を通知するものとする。 

（立入検査証） 

第２８条 条例第４２条第３項に規定する身分を示す証票は、様式第４１号による市営住
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宅立入検査証とする。 

第３章 市営住宅の中堅所得者等の使用 

第２９条 削除 

（準用） 

第３０条 第２条、第３条、第５条から第２１条まで及び第２３条から第２７条までの規

定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第１

６条第１項中「条例第１６条第１項、第２５条第１項又は第２７条第１項」とあり、及

び第１９条中「条例第１６条第１項、第２５条第１項及び第４項並びに第２７条第１項」

とあるのは「条例第４４条」と読み替えるものとする。 

第４章 市営住宅の社会福祉法人等の使用 

（使用許可の申請） 

第３１条 条例第４６条第１項の規定による許可を受けようとする社会福祉法人等（同項

に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。）は、様式第４２号による市営住宅使用

許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 社会福祉法人等であることを証する書類 

(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の許可をするときは、当該社会福祉法人等に対し、様式第４３号による

市営住宅使用許可書により、その旨を通知するものとする。 

（準用） 

第３２条 第１９条、第２０条及び第２３条から第２７条までの規定は、社会福祉法人等

による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」

とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第１９条中「条

例第１６条第１項、第２５条第１項及び第４項並びに第２７条第１項」とあるのは「条

例第４７条」と読み替えるものとする。 

第５章 駐車場の管理 

（駐車場使用の申込み） 

第３３条 条例第５２条第１項の駐車場の使用の申込みは、様式第４４号による市営住宅

駐車場使用申込書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長が番

号利用条例の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することがで
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きるとき、又は番号利用法第２２条第１項の規定により当該書類と同一の内容を含む特

定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省

略することができる。 

(1) 当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証（道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第６０条に規定する自動車検査証をいう。）の写し 

(2) 第３５条第２項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（駐車場使用者の決定） 

第３４条 条例第５２条第３項の規定による駐車場使用者の決定の通知は、様式第４５号

による市営住宅駐車場使用決定書により行うものとする。 

（駐車場使用者の選考） 

第３５条 条例第５２条第４項に規定する駐車場使用者の選考については、第５条に規定

する入居者の選考の例による。 

２ 条例第５２条第５項に規定する申込者が身体障害者である場合その他特別な事由があ

る場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 申込者又は当該申込者の同居者が第６条第６号に掲げる者である場合であって、駐

車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。 

(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の

制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いら

れることとなるとき。 

(3) 申込者又は当該申込者の同居者が、疾病又は傷害により長期の治療を受ける必要が

ある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。 

(4) 社会福祉法人等が使用する場合 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合 

（駐車場の使用の決定に係る条件） 

第３６条 条例第５２条第７項の規定による条件は、次に掲げるものとする。 

(1) 駐車場に駐車することができる車両は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第３条に規定する普通自動車で、かつ、自家用自動車とする。 

(2) 駐車場の使用期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

(3) 月の途中で使用の決定をした場合の駐車場の使用期間は、駐車場使用決定日から当
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該決定日の属する年度の３月３１日までとする。 

（駐車車両の変更届） 

第３７条 駐車場使用者は、駐車車両を変更するときは、速やかに様式第４６号による駐

車車両変更届出書を市長に提出しなければならない。 

（駐車場使用料の納付） 

第３８条 駐車場の使用料は、様式第２６号による納入通知書により納付しなければなら

ない。 

（駐車場の明渡期限） 

第３９条 条例第５２条第７項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき又は

条例第５５条第１項第７号に該当することとなった場合において駐車場の明渡しを請求

するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡し請求の日から１月を経過した日とす

る。 

第４０条 削除 

（準用） 

第４１条 第２０条、第２１条、第２４条及び第２７条の規定は、駐車場の使用について

準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」

と、第２０条中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、第２１条中「条例第１９条

第３項及び第２２条」とあるのは「条例第５３条第３項及び第５８条において準用され

る第１９条第３項」と、「家賃、延滞金又は敷金」とあるのは「駐車場の使用料又は延

滞金」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（規則の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 小千谷市営住宅使用料規則（昭和４９年小千谷市規則第１４号） 

(2) 小千谷市営住宅駐車場管理運営に関する規則（平成５年小千谷市規則第１４号） 

（経過措置） 

３ 小千谷市営住宅条例の全部を改正する条例（小千谷市営住宅条例（平成９年小千谷市

条例第３８号。）以下「新条例」という。）による改正前の小千谷市営住宅条例（昭和
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３６年小千谷市条例第１２号。以下「旧条例」という。）に基づいて供給された市営住

宅又は共同施設については、平成１０年３月３１日までの間は、この改正後の小千谷市

営住宅条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第２条から第２２条まで及び第

２４条から第２７条までの規定は適用せず、改正前の小千谷市営住宅条例施行規則（以

下「改正前の規則」という。）第２条から第１８条まで及び第２０条の規定並びにこの

規則による廃止前の小千谷市住宅使用料規則（以下「住宅使用料規則」という。）は、

この改正後の規則の施行後も、なおその効力を有する。 

４ 新条例による廃止前の小千谷市営住宅駐車場条例（平成５年小千谷市条例第６号）に

基づいて供給された駐車場については、平成１０年３月３１日までの間は、改正後の規

則の第３３条から第４１条までの規定は適用せず、この規則による廃止前の小千谷市営

住宅駐車場管理運営に関する規則（以下「駐車場管理運営に関する規則」という。）の

規定は、なおその効力を有する。 

５ 新条例附則第５項に規定する家賃の決定に関し、改正後の規則で規定する手続その他

の行為は、附則第３項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、

平成１０年３月３１日前においても、改正後の規則の例によりすることができる。 

６ 平成１０年４月１日前に改正前の規則、住宅使用料規則及び駐車場管理運営に関する

規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によって

したものとみなす。 

附 則（平成１０年３月１８日規則第２号） 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月２３日規則第２号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２５日規則第３９号） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年６月２９日規則第１２号） 

この規則は、平成１３年７月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２６日規則第９号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日規則第３７号） 

（施行期日） 



19/75 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に保有する市営住宅入居申込書その他の未使用の用紙は、当分

の間これを使用することができる。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第２４号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１８日規則第７号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日規則第９号） 

改正 平成２５年３月２９日規則第２９号 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年３月３１日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成１

７年政令第３５７号）附則第２条に規定する者については、この規則による改正後の小

千谷市営住宅条例施行規則第２条第２項第１号に該当する者とみなす。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第２９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年３月３１日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成１

７年政令第３５７号）附則第３条に規定する場合については、この規則による改正後の

小千谷市営住宅条例施行規則第２条第１項第２号に該当する場合とみなす。 

附 則（平成２６年９月２９日規則第２６号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第３７号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月２２日規則第３６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 



20/75 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に保有する様式第２６号、様式第２７号、様式第２８号及び様

式第４７号については、当分の間これを使用することができる。 

附 則（令和２年３月３０日規則第１６号） 

この規則は、令和２年４月１日より施行する。 
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様式第１号（第２条の２関係） 

様式第２号（第２条の２関係） 

様式第２号の２（第２条の２・第１３条・第１５条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第６号の２（第９条の２関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

様式第９号（第１０条関係） 

様式第１０号（第１０条関係） 

様式第１０号の２（第１０条の２関係） 

様式第１１号（第１１条関係） 

様式第１２号（第１１条関係） 

様式第１３号（第１２条関係） 

様式第１４号（第１２条関係） 

様式第１５号（第１３条関係） 

様式第１６号（第１３条関係） 

様式第１７号（第１４条関係） 

様式第１８号（第１５条関係） 

様式第１９号（第１５条関係） 

様式第２０号（第１６条関係） 

様式第２１号（第１７条関係） 

様式第２２号（第１７条関係） 

様式第２３号（第１８条関係） 

様式第２４号（第１８条関係） 

様式第２５号（第１８条関係） 

様式第２６号（第１９条・第３８条関係） 

様式第２７号（第２０条関係） 
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様式第２８号（第２０条関係） 

様式第２９号（第２１条関係） 

様式第３０号（第２１条関係） 

様式第３１号（第２２条関係） 

様式第３２号（第２２条関係） 

様式第３３号（第２２条関係） 

様式第３４号（第２２条関係） 

様式第３５号（第２４条関係） 

様式第３６号（第２５条関係） 

様式第３７号（第２６条関係） 

様式第３８号（第２６条関係） 

様式第３９号（第２７条関係） 

様式第４０号（第２７条関係） 

様式第４１号（第２８条関係） 

様式第４２号（第３１条関係） 

様式第４３号（第３１条関係） 

様式第４４号（第３３条関係） 

様式第４５号（第３４条関係） 

様式第４６号（第３７条関係） 

 


